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埼玉県議会令和８年２月定例会付議予定議案件名表 
 

【議案】 
 

予算 

案件名 概要 

１ 

令和８年度埼玉県一般会計予算 

 

   

  本年度  ２，４３４，８６５，０００千円 

  前年度  ２，２３０，８９０，０００千円 

  増減額    ２０３，９７５，０００千円 

  伸び率                ９．１％ 

 

２ 

令和８年度埼玉県公債費特別会計予算 

 

  本年度    ５４０，４４７，８６６千円 

  前年度    ５５７，６５６，０２３千円 

  増減額    △１７，２０８，１５７千円 

  伸び率              △３．１％ 

 

３ 

令和８年度埼玉県証紙特別会計予算 

 

  本年度         ５１，２００千円 

  前年度         ５７，０４９千円 

  増減額         △５，８４９千円 

  伸び率             △１０．３％ 

 

４ 

令和８年度埼玉県市町村振興事業特別会計予算 

 

  本年度     １３，７５０，３０３千円 

  前年度     １３，６８７，９２１千円 

  増減額         ６２，３８２千円 

  伸び率               ０．５％ 

 

資料１ 
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案件名 概要 

５ 

令和８年度埼玉県災害救助事業特別会計予算 

 

  本年度        ８８６，３１０千円 

  前年度        ８５０，５８４千円 

  増減額         ３５，７２６千円 

  伸び率               ４．２％ 

 

６ 

令和８年度埼玉県母子父子寡婦福祉資金特別会計

予算 

 

  本年度        ９８３，６２４千円 

  前年度      １，０４５，４８３千円 

  増減額        △６１，８５９千円 

  伸び率              △５．９％ 

 

７ 

令和８年度地方独立行政法人埼玉県立病院機構貸

付金事業等特別会計予算 

 

  本年度     ２６，３１９，９５３千円 

  前年度     １５，７２０，５３８千円 

  増減額     １０，５９９，４１５千円 

  伸び率              ６７．４％ 

 

８ 

令和８年度埼玉県国民健康保険事業特別会計予算 

 

  本年度    ５８３，８４７，８７６千円 

  前年度    ５７３，０４５，１１３千円 

  増減額     １０，８０２，７６３千円 

  伸び率               １．９％ 

 
９ 

令和８年度埼玉県中小企業高度化資金特別会計予

算 

 

  本年度        １１４，７３７千円 

  前年度        １１８，２６３千円 

  増減額         △３，５２６千円 

  伸び率              △３．０％ 

 
１０ 

令和８年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計

予算 

 

  本年度         ３１，４８７千円 

  前年度         ３１，４１０千円 

  増減額             ７７千円 

  伸び率               ０．２％ 
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案件名 概要 

１１ 

令和８年度埼玉県林業・木材産業改善資金特別会

計予算 

 

  本年度         ２０，６５０千円 

  前年度         ２５，３３５千円 

  増減額         △４，６８５千円 

  伸び率             △１８．５％ 

 

１２ 

令和８年度本多静六博士育英事業特別会計予算 

 

  本年度         ４８，３６０千円 

  前年度         ４５，４８５千円 

  増減額          ２，８７５千円 

  伸び率               ６．３％ 

 

１３ 

令和８年度埼玉県用地事業特別会計予算 

 

  本年度      ４，９８２，４７４千円 

  前年度      ５，７２１，１０２千円 

  増減額       △７３８，６２８千円 

  伸び率             △１２．９％ 

 

１４ 

令和８年度埼玉県県営住宅事業特別会計予算 

 

  本年度     １６，０２４，１０２千円 

  前年度     １５，２８９，３１９千円 

  増減額        ７３４，７８３千円 

  伸び率               ４．８％ 

 

１５ 

令和８年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計

予算 

 

  本年度        ９２８，１５４千円 

  前年度        ９００，８５６千円 

  増減額         ２７，２９８千円 

  伸び率               ３．０％ 

 

１６ 

令和８年度埼玉県公営競技事業特別会計予算 

 

  本年度     ８７，０２９，２９７千円 

  前年度     ６３，４０６，６５０千円 

  増減額     ２３，６２２，６４７千円 

  伸び率              ３７．３％ 
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案件名 概要 

１７ 

令和８年度埼玉県総合リハビリテーションセンタ

ー病院事業会計予算 

 

  本年度      ５，４１７，２００千円 

  前年度      ４，５６３，１７６千円 

  増減額        ８５４，０２４千円 

  伸び率              １８．７％ 

 

１８ 

令和８年度埼玉県工業用水道事業会計予算 

 

  本年度      ３，６０８，２４０千円 

  前年度      ３，８４１，６４８千円 

  増減額       △２３３，４０８千円 

  伸び率              △６．１％ 

 

１９ 

令和８年度埼玉県水道用水供給事業会計予算 

 

  本年度     ９１，１２５，０３２千円 

  前年度     ９７，２００，９０４千円 

  増減額     △６，０７５，８７２千円 

  伸び率              △６．３％ 

 

２０ 

令和８年度埼玉県地域整備事業会計予算 

 

  本年度     １６，９０７，３３３千円 

  前年度     ２６，６３１，２６５千円 

  増減額     △９，７２３，９３２千円 

  伸び率             △３６．５％ 

 

２１ 

令和８年度埼玉県流域下水道事業会計予算 

 

  本年度     ９９，５４８，８９３千円 

  前年度     ９１，０６４，２０３千円 

  増減額      ８，４８４，６９０千円 

  伸び率               ９．３％ 
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条例 
 

案件名 概要 

１ 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  議会の議決に付すべき契約に係る予定価格の金額を改定するための改正 

  

２ 内  容 

  議会の議決に付さなければならない契約の予定価格の改定 

 現 行 改正後 

工事又は製造の請負 ５億円以上 ８億円以上 

 

３ 施行期日  

  公布の日 

 

２ 

埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  児童虐待防止対策の強化、流域下水道管の復旧工事及び抜本的対策の推進等に対処するため、職員の定数を改定

するための改正 

  

２ 内  容 

  職員定数の改定 

 現 行 改正後 

知事部局 ７，２５３人 ７，２７６人 

下水道局   １３３人   １３９人 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

案件名 概要 

３ 

埼玉県行政手続条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  行政手続法の一部改正を踏まえ、公示の方法による聴聞等の通知について、公示事項を一定の方法により不特定

多数の者が閲覧することができる状態に置く等の措置をとることによって行うこととし、及び規定の整備をするた

めの改正 

  

２ 内  容 

(1)  公示の方法による聴聞等の通知の見直し 

    インターネットによる閲覧等を可能とする 

 

(2)  規定の整備 

   

３ 施行期日  

  令和８年５月２１日 

 

４ 

埼玉県行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  行政手続等の利便性を向上するため、登記事項証明書等の添付書面等を省略できることとする等するための改正 

  

２ 内  容 

(1)  添付書面等の省略が可能となる通則的な規定の追加 

国が整備する「法人の登記情報」データの利用拡大に伴い、行政手続等において登記事項証明書等の添付 

書面等の省略を可能とする規定の追加 

 

(2)  デジタル手続法を踏まえた文言の整理 

  （例）条例名の改正 

   （現 行）埼玉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

   （改正後）埼玉県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

 

３ 施行期日  

  公布の日 
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案件名 概要 

５ 

埼玉県本人確認情報等の利用及び提供に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  住民基本台帳法等の一部改正に伴い、規定の整備をするための改正 

  

２ 内  容 

  法令に規定された本人確認情報等の利用及び提供が可能な事務と重複する事務について、条例別表から削除 

  （例）介護支援専門員の登録の申請に係る事務 

 

３ 施行期日  

  公布の日 

 

６ 

埼玉県個人番号の利用等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条第８号に基づく利用特定個人

情報の提供に関する命令の一部改正に伴い、規定の整備をするための改正 

  

２ 内  容 

  法令に規定された特定個人番号利用事務と重複する事務について、条例別表から削除 

  （例）私立の高等学校等の生徒等の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務 

 

３ 施行期日  

  公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日 

 

７ 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

【総務部】 

 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県人事委員会からされた人事管理に関する報告を踏まえ、小学校就学後の子を養育する職員の休暇制度を新

設する等するための改正 

  

２ 内  容 

(1)  子育て部分休暇の新設 

    小学校就学の始期から９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子を持つ職員を対象に、１日

の勤務時間のうち２時間を超えない範囲内で取得可能な休暇の新設 

 

(2)  規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 
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案件名 概要 
８ 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例 

 

【総務部】 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県人事委員会からされた職員の特殊勤務手当についての意見に基づき、職員の特殊勤務手当を改正するため

の改正 

 

２ 内  容 

(1)  作業内容 

 危険鳥獣の捕獲若しくは殺傷又はその補助に関する作業のうち特に危険又は困難なものとして人事委員会規

則で定めるもの 

 

(2)  手当の額 

 作業に従事した日１日につき、１，６４０円を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める額 

 

３ 施行期日  

  公布の日 

 

９ 

埼玉県公告式条例の一部を改正する条例 

 

【総務部】 

 

１ 趣  旨   

  地方自治法等の一部改正を踏まえ、条例等の公布における知事の署名について電子署名により行うことができる

こと等とするための改正 

  

２ 内  容 

  条例等の公布における知事の署名に「署名に代わる措置」として電子署名を追加等 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 
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案件名 概要 

１０新 

埼玉県屋内総合プール条例 

 

【県民生活部】 

 

１ 趣  旨  

  水泳競技の競技力向上、水泳をはじめとするスポーツの振興及び県民の健康の増進等を図るため、新たに埼玉県

屋内総合プールを設置するための条例の制定 

 

２ 内  容 

(1)  設置 

ア 名  称 埼玉県屋内総合プール 

イ 位  置 川口市大字道合３９０番地 

 

(2)  業務 

ア 施設等の利用に関すること 

イ 競技会の開催等水泳競技の競技力の向上に関すること 

ウ 水泳教室の開催等スポーツの振興及び県民の健康の増進に関すること 

エ その他屋内総合プールの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること 

 

(3)  指定管理者による管理 

 知事は指定管理者に水泳場の管理に関する業務を行わせることができる 

 

(4)  使用料 

ア 貸切利用の場合 

（例）入場料を徴収せず、アマチュアスポーツのために利用する場合 

施設の名称 区分 単位 金額 

メインプール 
１レーン 

２時間 
 ３，９００円 

全面 ３９，０００円 

 

イ 貸切利用以外の場合 

施設の名称 対象 単位 金額 

メインプール、サブ

プール、飛込プール 

一般 
２時間 

６００円 

高校生以下 ３５０円 

 

３ 施行期日  

  公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において規則で定める日等 
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案件名 概要 

１１ 

埼玉県衛生試験等手数料条例の一部を改正す

る条例 

 

【保健医療部】 

 

１ 趣  旨 

  水質基準に関する省令の一部改正に伴い、水質試験の手数料の額の改定等をするための改正 

  

２ 内  容 

  水質試験の試験項目の追加、手数料の額の改定 

 現 行 改正後 

浄水 
５１項目につき 

２４２，２００円 

５２項目につき 

３０２，８７０円 

原水 
４０項目につき 

２２０，８００円 

４１項目につき 

２８１，４７０円 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

１２ 

埼玉県国民健康保険保険給付費等交付金及び

国民健康保険事業費納付金に関する条例の一

部を改正する条例 

 

【保健医療部】 

 

１ 趣  旨  

  国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金の徴収に関し必

要な事項を定めるための改正 

  

２ 内  容 

  子ども・子育て支援納付金の徴収に関する規定の追加 

(1)  納付金所得係数に関する規定の追加 

 

(2)  納付金所得等割合に関する規定の追加 

 

(3)  納付金被保険者数等割合に関する規定の追加 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 
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案件名 概要 
１３ 

埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正

する条例 

 

【保健医療部】 

 

１ 趣  旨  

  医師の確保が必要な地域又は診療科等に勤務する医師の育成及び確保を一層円滑にするため、奨学金の返還免除

の要件等を改定するための改正 

  

２ 内  容 

  返還免除要件等の変更 

(1)  特定地域における義務従事期間を７年から４年に短縮 

 

(2)  外科及び総合診療を担う診療科を準特定診療科と定義し、特定地域における義務従事期間を２年に設定 

 

(3)  特定地域における義務従事先に国立病院機構が開設する医療機関及び医師の確保が必要な医療機関として知

事が定める医療機関を追加 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

１４ 

食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 

 

【保健医療部】 

 

１ 趣  旨  

  食品衛生法施行規則の一部改正を踏まえ、従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業

許可に係る施設の基準を定めるための改正 

  

２ 内  容 

  従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する場合の施設基準の追加 

  （例）施設の全体の衛生状況を確認するための監視設備を有すること 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 
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案件名 概要 

１５ 

埼玉県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区

域を定める条例の一部を改正する条例 

 

【農林部】 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県中央家畜保健衛生所を廃止するとともに、埼玉県熊谷家畜保健衛生所及び埼玉県川越家畜保健衛生所の管

轄区域を変更するための改正 

  

２ 内  容 

 現 行 改正後 

名称 埼玉県中央 

家畜保健衛生所 

埼玉県川越 

家畜保健衛生所 

埼玉県熊谷 

家畜保健衛生所 

埼玉県熊谷 

家畜保健衛生所 

埼玉県川越 

家畜保健衛生所 

管轄 

区域 

さいたま市、川口

市、春日部市、鴻巣

市、上尾市、草加市、

越谷市、蕨市、戸田

市、朝霞市、志木市、

和光市、新座市、桶

川市、久喜市、北本

市、八潮市、三郷市、

蓮田市、幸手市、吉

川市、白岡市、北足

立郡、南埼玉郡、北

葛飾郡 

川越市、所沢市、

飯能市、東松山

市、狭山市、入間

市、富士見市、坂

戸市、鶴ケ島市、

日高市、ふじみ野

市、入間郡、比企

郡 

熊谷市、行田市、

秩父市、加須市、

本庄市、羽生市、

深谷市、秩父郡、

大里郡、児玉郡 

熊谷市、行田市、

秩父市、加須市、

本庄市、羽生市、

深谷市、秩父郡

（東秩父村を除

く。）、児玉郡、大

里郡 

さいたま市、川越

市、川口市、所沢市、

飯能市、東松山市、

春日部市、狭山市、

鴻巣市、上尾市、草

加市、越谷市、蕨市、

戸田市、入間市、朝

霞市、志木市、和光

市、新座市、桶川市、

久喜市、北本市、八

潮市、富士見市、三

郷市、蓮田市、坂戸

市、幸手市、鶴ケ島

市、日高市、吉川市、

ふじみ野市、白岡

市、北足立郡、入間

郡、比企郡、秩父郡

のうち東秩父村、南

埼玉郡、北葛飾郡 

 

３ 施行期日  

  令和８年９月１日 
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案件名 概要 

１６ 

本多静六博士奨学資金貸与条例の一部を改正

する条例 

 

【農林部】 

 

１ 趣  旨  

  本多静六博士奨学資金の奨学生に専修学校の専攻科に在学する者を加えるための改正 

   

２ 内  容 

  対象となる奨学生に専修学校の専攻科に在学する者を追加 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

１７廃 

埼玉県森林整備担い手基金条例を廃止する条

例 

 

【農林部】 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県森林整備担い手基金を廃止するための条例の制定 

  

２ 内  容 

  埼玉県森林整備担い手基金を廃止 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 
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案件名 概要 

１８新 

埼玉県県産木材利用促進条例 

 

【農林部】 

 

１ 趣  旨  

  県産木材の利用の促進に関し、基本理念等を定めることにより、県産木材の利用の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展並

びに県民の豊かな暮らしの実現に寄与するための条例の制定 

 

２ 内  容 

（1）  基本理念を規定 

  ア 森林資源の循環利用による森林の有する多面的機能の持続的な発揮 

  イ 県産木材の経済的価値の最大化による林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展 

  ウ 県民が県産木材を積極的に利用することによる県民の豊かな暮らしの実現 

 

（2）  県の責務及び各主体の役割を規定 

  ア 県の責務 

  （例）県産木材の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する 

  イ 市町村の役割 

  （例）県が実施する県産木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努める 

  ウ 森林所有者の役割 

  （例）森林の適切な整備及び保全に努める 

  エ 林業事業者の役割 

  （例）県産木材の安定的な供給に努める 

  オ 木材産業事業者の役割 

  （例）県産木材の積極的な利用に努める 

  カ 建築関係事業者の役割 

  （例）県産木材の積極的な利用に努める 

  キ 県民の役割 

  （例）県産木材を利用した製品の積極的な利用に努める 

 

（3）  県の施策等 

     指針の策定及び公表、県産木材の安定的な供給等の県が実施する施策等を規定 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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案件名 概要 

１９ 

埼玉県手数料条例の一部を改正する条例 

 

【都市整備部】 

 

１ 趣  旨  

  マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、要除却等認定マンションの建替えにより新たに

建築されるマンション等の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料の額を定めるとともに、規定の整備をす

るための改正 
  

２ 内  容 

(1)  要除却等認定マンションに係る特例許可申請手数料 

 現 行 改正後 

名称 
建替えにより新たに建築されるマンション

の容積率の特例許可申請手数料 

建替えにより新たに建築されるマンション

又は更新がされるマンションの容積率又は

各部分の高さの特例許可申請手数料 

金額 １６万円 １６万円 

 

(2)  規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

２０廃 

埼玉県県営住宅基金条例を廃止する条例 

 

【都市整備部】 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県県営住宅基金を廃止するための条例の制定 

  

２ 内  容 

  埼玉県県営住宅基金を廃止 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 
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案件名 概要 

２１ 

埼玉県企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

【企業局】 

 

１ 趣  旨  

  県の一般職員に準じ、企業職員の給与の基準を改定するための改正 

  

２ 内  容 

  子育て部分休暇の新設に伴う規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

２２ 

埼玉県流域下水道事業企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

【下水道局】 

 

１ 趣  旨  

  県の一般職員に準じ、流域下水道事業企業職員の給与の基準を改定するための改正 

  

２ 内  容 

  子育て部分休暇の新設に伴う規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

２３ 

埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一

部を改正する条例 

 

【教育局】 

 

１ 趣  旨  

  教員等による児童対象性暴力等を防止する措置を講ずること等に対処するため、教育委員会事務局職員の定数を

改定するための改正 

  

２ 内  容 

  職員定数の改定 

 現 行 改正後 

教育委員会事務局職員 ７３３人 ７３８人 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 
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案件名 概要 

２４ 

埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条

例 

 

【教育局】 

 

１ 趣  旨  

  高等学校及び義務教育諸学校における教職員の標準定数の変更のため、学校職員の定数を改定するための改正 

  

２ 内  容 

  学校職員の定数の改定 

 現 行 改正後 

県立高等学校及び市町村立高等学校 

（定時制の課程） 
９，１６４人 ９，１５２人 

県立及び市町村立の特別支援学校 ５，３６２人 ５，５５０人 

県立及び市町村立の中学校 

（義務教育学校の後期課程を含む。） 
１０，２９７人 １０，５４１人 

市町村立小学校  

（義務教育学校の前期課程を含む。） 
１８，４２５人 １８，５８２人 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

２５ 

学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例 

 

【教育局】 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県人事委員会からされた人事管理に関する報告を踏まえ、小学校就学後の子を養育する学校職員の休暇制度

を新設するための改正 

  

２ 内  容 

  子育て部分休暇の新設 

  小学校就学の始期から９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子を持つ学校職員を対象に、１日

の勤務時間のうち２時間を超えない範囲内で取得可能な休暇の新設 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 

案件名 概要 

２６新 

埼玉県高等学校等教育改革推進基金条例 

 

【教育局】 

 

１ 趣  旨  

  公立の高等学校等における教育改革の推進のための事業に要する経費の財源に充てることを目的として、基金を

設置するための条例の制定 

 

２ 内  容 

(1)   積み立てる額 

 積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算で定める額 

 

(2)  基金の処分 

 公立の高等学校等における教育改革の推進のための事業に要する経費の財源に充てる場合に限る 

 

(3)  その他 

 運用益金の処理等 

 

３ 施行期日等 

(1)  公布の日 

 

(2)  有効期限 令和１１年３月３１日限り 

 

２７ 

埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改

正する条例 

 

【教育局】 

 

１ 趣  旨  

  県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償の範囲、金額、支給方法等について、

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定の例によることとするた

めの改正 

 

２ 内  容 

  政令の基準を包括的に適用する方式に変更するための改正 

 

３ 施行期日  

  公布の日 
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案件名 概要 

２８ 

埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正す

る条例 

 

【警察本部】 

 

１ 趣  旨  

  警察事務の増大等に伴い、警察官の階級別の定数を改定等するための改正 

  

２ 内  容 

  警察官の階級別定数の改定及び警察官以外の職員の定数の特例 

 現 行 改正後 

警視   ２９３人   ２９７人 

警部   ６９１人   ７０１人 

警部補及び巡査部長 ７，０３２人 ７，１３７人 

巡査 ３，６８３人 ３，７３９人 

警察官以外の職員 １，１１１人 １，１１３人 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 
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専決処分の承認 
 

案件名 概要 

１ 

専決処分の承認を求めることについて（令和７  

年度埼玉県一般会計補正予算（第７号）） 

 

１ 専決処分年月日 令和８年１月２３日  

  

２ 専決処分理由 令和８年１月２３日に衆議院が解散されたことを受け、令和８年２月８日に行われる衆議院議

員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費に係る補正予算について、緊急に措置する

必要が生じたため 

  

３ 補 正 内 容 補 正 前  ２，３３２，５３７，８１６千円  

          補 正 額      ４，２６７，８４７千円  

          補 正 後  ２，３３６，８０５，６６３千円  

          対当初比                      １０４．７％  
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訴えの提起 
 

案件名 概要 

１ 

訴えの提起について 

 

【都市整備部】 

 

 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件に関して訴えを提起することについて、地方自治法第９６条第１項第 

１２号の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 事 件 名 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件  

  

２ 相 手 方 県営住宅の家賃を長期にわたり滞納している者（３人）  

  

３ 取 扱 い 請求が認容されないときは上訴する   

            滞納家賃等を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれるときは和解する 

 

２ 

訴えの提起について 

 

【都市整備部】 

 

 県営住宅の明渡し及び損害賠償金請求事件に関して訴えを提起することについて、地方自治法第９６条第１項第 

１２号の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 事 件 名 県営住宅の明渡し及び損害賠償金請求事件  

  

２ 相 手 方 県営住宅を不法に占有している者（１人）  

  

３ 取 扱 い 請求が認容されないときは上訴する 

 

 

  



- 24 - 

和解 
 

案件名 概要 

１ 

和解することについて 

 

【環境部】 

 

 原子力損害賠償紛争解決センター令和４年（東）第４０３号事件及び令和５年（東）第４９２号事件に関して和解

することについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき議決を求めるもの   

   

１ 事 件 名 原子力損害賠償紛争解決センター令和４年（東）第４０３号事件及び令和５年（東）第４９２号事 

       件 

   

２ 事件の概要 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故により生じた損害について、県から東京電力ホールディングス株式会社を被申立人とし

て、令和４年３月３０日及び令和５年３月２９日に原子力損害賠償紛争解決センターに当該損害（平

成２４年度から平成２９年度までに知事部局及び教育局に生じたもののうち、相手方から賠償を受け

ていないものに限る。）に係る紛争の和解を仲介する申立てをしていたもの      

  

３ 和解の概要 相手方は、県に対し、和解金として金５３，４２３，１６０円を支払う   
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損害賠償 
 

案件名 概要 

１ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【下水道局】 

 

 営造物の設置管理に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第９６条第１項第１３号、地方公営企業法第４０

条第２項及び埼玉県流域下水道事業の設置等に関する条例第８条の規定に基づき議決を求めるもの 

     

１ 相 手 方 東京電力パワーグリッド株式会社 

           代表取締役 金子 禎則   

          ＮＴＴ東日本株式会社 

           代表取締役 澁谷 直樹 

 

２ 事 故 の 概 要 令和７年１月２８日午前１０時頃、八潮市中央１丁目４番地先県道松戸草加線交差点において、

中川流域下水道の下水道管の破損に起因すると考えられる道路の陥没が起き、相手方東京電力パ

ワーグリッド株式会社の配電設備及び通信設備並びに相手方ＮＴＴ東日本株式会社の通信設備

を破損させたもの 

 

３ 損 害 賠 償 額 ４７，５６８，９１０円 
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事件議決 
 

案件名 概要 

１ 

包括外部監査契約の締結について 

 

【企画財政部】 

 

 包括外部監査契約の締結について、地方自治法第２５２条の３６第１項の規定に基づき議決を求めるもの 

     

１ 金   額 ２０，０００，０００円を上限とする額 

 

２ 相 手 方 井上 正之 

 

 

２ 

特定事業契約の変更契約の締結について 

 

【県民生活部】 

 

 埼玉県屋内５０ｍ水泳場整備運営事業の特定事業契約の変更契約を締結することについて、民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２条の規定に基づき議決を求めるもの 

     

１ 期   間 令和６年３月２７日から令和２４年３月３１日まで 

 

２ 金   額 （変更前）２１，０４５，１３６，１５１円 （変更後）２４，２５２，１３８，３２３円 

 

３ 相 手 方 さきたまプールＰＦＩサービス株式会社（埼玉県さいたま市） 

 

 

 

３ 

指定管理者の指定について（埼玉県防災学習セ

ンター） 

 

【危機管理防災部】 

 

 埼玉県防災学習センターの管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基

づき議決を求めるもの 

     

１ 指定管理者 丹青社・サイオー共同事業体 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

４ 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構第２期中

期計画の認可について 

 

【保健医療部】 

 

 地方独立行政法人埼玉県立病院機構が作成した中期目標を達成するための計画について、認可するにあたり、あら

かじめ議決を求めるもの 

     

１ 根拠法令 地方独立行政法人法第２６条第１項及び第８３条第３項 

 

２ 内  容 

(1)  計画の期間 

 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

(2)  記載事項 

ア 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

イ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

ウ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

エ 短期借入金の限度額 

オ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

カ 剰余金の使途 

キ 料金に関する事項 

ク その他業務運営に関する重要事項 

 

５ 

県営土地改良事業に要する経費の関係市町の

負担額について 

 

【農林部】 

 

 土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めるため、土地改良法第９１条第６項において

準用する同法第９０条第１０項の規定に基づき議決を求めるもの 

     

１ 関係市町 さいたま市ほか２９市町 

 

２ 負 担 額 当該市町に係る事業費にそれぞれ負担率を乗じて得た額以内の額 
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案件名 概要 

６ 

農道整備事業等に要する経費の関係市町の負

担額について 

 

【農林部】 

 

 農道整備事業等に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めるため、地方財政法第２７条第２項の規定

に基づき議決を求めるもの 

     

１ 関係市町 川越市ほか１５市町 

 

２ 負 担 額 当該市町に係る事業費にそれぞれ負担率を乗じて得た額以内の額 

 

 

７ 

国営利根中央土地改良事業（国営造成土地改良

施設整備）の事業費の償還に要する経費の関係

市町の負担額について 

 

【農林部】 

 

 令和７年度に完了する国営利根中央土地改良事業の事業費の償還に要する経費について関係市町が負担すべき金

額を定めるため、土地改良法第９０条第１０項の規定に基づき議決を求めるもの 

     

１ 関係市町 加須市ほか１２市町 

 

２ 負 担 額 当該事業に係る受益市町負担総額にそれぞれ負担率を乗じて得た額以内の額 

 

 

８ 

首都高速道路株式会社の埼玉県道高速葛飾川

口線等に関する事業の変更の同意について 

 

【県土整備部】 

 

 首都高速道路株式会社の埼玉県道高速葛飾川口線等の事業の変更に同意することについて、道路整備特別措置法第

３条第７項において準用する同条第４項の規定に基づき議決を求めるもの 

     

 同意申請の概要 

  基本料金、上限料金の額の変更及び大口・多頻度割引、都心流入割引の継続等 
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案件名 概要 

９ 

急傾斜地崩壊対策事業に要する経費の関係町

の負担額について 

 

【県土整備部】 

 

 急傾斜地崩壊対策事業に要する経費について関係町が負担すべき金額を定めるため、地方財政法第２７条第２項の

規定に基づき議決を求めるもの 

     

１ 関 係 町 長瀞町及び小鹿野町 

 

２ 負 担 額 それぞれの区域に係る事業費に２０分の１を乗じて得た額 
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基本的な計画の策定等 
 

案件名 概要 

１ 

埼玉県文化芸術振興計画の策定について 

 

【県民生活部】 

 

 埼玉県文化芸術振興計画を策定することについて、埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定め

る条例第２条第２号の規定に基づき議決を求めるもの 

     

  

 

 

２ 

埼玉県農林水産業振興基本計画の策定につい

て 

 

【農林部】 

 

 埼玉県農林水産業振興基本計画を策定することについて、埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件

と定める条例第２条第２号の規定に基づき議決を求めるもの 
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予算（令和７年度２月補正分） 
 

案件名 概要 

１ 

令和７年度埼玉県一般会計補正予算（第８号） 

 

  補 正 前  ２，３３６，８０５，６６３千円 

  補 正 額     ２３，６８５，７００千円 

  補 正 後  ２，３６０，４９１，３６３千円 

  対当初比             １０５．８％ 

 

２ 

令和７年度埼玉県水道用水供給事業会計補正

予算（第２号） 

 

  補 正 前     ９４，７２９，５００千円 

  補 正 額      ６，３８２，８００千円 

  補 正 後    １０１，１１２，３００千円 

  対当初比             １０４．０％ 

 

３ 

令和７年度埼玉県流域下水道事業会計補正予

算（第４号） 

 

  補 正 前    １０９，８４５，５１１千円 

  補 正 額     １１，４０８，８５４千円 

  補 正 後    １２１，２５４，３６５千円 

  対当初比             １３３．２％ 
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【報告】 
 

地方自治法第１８０条第２項の規定による知事専決処分報告 
 

案件名 概要 

１ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【都市整備部】 

 

 東日本大震災における国家公務員宿舎の提供に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分したことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

  

１ 専決処分年月日 令和８年１月２８日 

 

２ 専決処分理由 東日本大震災における国家公務員宿舎の提供に係る損害賠償の額の決定のため 

    

３ 相 手 方 財務省関東財務局長 

 

４ 事 案 の 概 要 県が相手方から国有財産使用許可を受け、県から東日本大震災の避難世帯に対して提供してい

た国家公務員宿舎のうち４件について、避難世帯が明渡期日を超えて退去したことにより、相手

方への物件の返還が遅延し損害を与えたものである。 

 

５ 損 害 賠 償 額 ３３４，４２５円 

 

 




